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第 1章　企業活動の変化

第 2章　国際的な知的財産制度の動向

第 3章　我が国の国際的な枠組みの中での取組



　インドは、近年、知的財産制度の強化に向けた取組を進めており、2012 年 9 月には、
政府として取り組むべき方針を示した国家知的財産権戦略の草案を発表した。一方で、イ
ンドでは、2012 年 3 月に、ドイツの製薬メーカーが所有するがん治療薬の特許に対して、
現行法下で初となる強制実施権が設定されている。
　ここでは、インドと我が国の関係、近年の知的財産政策の動向及びインド特許意匠商標
総局の取組について紹介する。

（1）我が国との関係
　インドは、BRICS の一角として、近年、急

速に経済成長しており、我が国からの企業進

出も拡大している。そのような中、両国間の

経済関係の強化のために、2011 年 8 月に

は、日インド包括的経済連携協定（JICEPA）

が締結された。また、インドは、日本と共に、

2012 年 11 月に交渉が立ち上げられた東ア

ジア地域包括的経済連携（RCEP）の参加国

でもある。

　知的財産の分野においても、インド特許意

匠商標総局（CGPDTM）における審査官増

員等の知的財産に関する環境整備の取組を支

援するため、我が国特許庁は、日本開催研修

への審査官の受入れやインドへの講師派遣の

人材育成等を通じ、積極的に協力をしている。

2013 年には、特許・意匠・商標の各分野の

インド審査官等を日本へ受け入れ研修を実施

したほか、2013 年 4 月及び 2014 年 1 月に

はインド特許審査官に対して国際調査機関・

国際予備審査機関としての審査実務に関する

研修を実施した。また、国際審査官協議を

2010 年度から開始しており、2014 年 1 月

には、我が国特許庁の特許審査官をデリーに

派遣した。

（2）近年の知的財産政策の動向
　インドの知的財産制度は、1995 年の世界

貿易機関（WTO）への加盟以来、数度の法

改正がなされるなど、整備が進められてきた。

2005 年に施行された改正特許法により、物

質特許制度が導入され、医薬品関連発明に対

して特許が与えられるようになった。

　インド政府は、2010 年～2020 年を「イ

ノベーションの 10 年」と宣言し、2020 年

までのロードマップを策定するために国家イ

ノベーション評議会（National Innovation 

Council）を設置した。また、2011 年 5 月

には、ロードマップ策定の一環で、セクター

別委員会として、民間企業、学術研究機関、

政府関係者等が委員となり知的財産委員会

（Sectoral Innovation Council on IPR）が設

置された。同委員会が中心となり、2012 年

9 月には、国家知的財産権戦略の草案を発表

している。本草案には、審査処理の迅速化や

電子化の推進を含む特許意匠商標総局の機能

強化、エンフォースメントの改善、実用新案

制度の導入、営業秘密保護制度の整備など、

知的財産制度の創造を推進し、その活用を奨

励するために政府が採る必要のある措置の方

針が示されている。

　また、インドでは裁判に長期間を要すると

言われており、インド政府は、2009 年に裁

判の平均期間を 15 年から 3 年に短縮化する

ことを掲げた国家訴訟政策を発表し改善に取

り組んでいる。

　2012 年 3 月には、現行法下で初となる強

制実施権 1 が発動された。同事案では、ドイ

ツ製薬メーカーが持つがん治療薬の特許につ

いて、2011 年 7 月、インドのジェネリック

医薬品製造企業が強制実施権の発動を申請し

た。この申請に対し、インド特許意匠商標総
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1． 一定の要件が満たされた場合に、行政庁等の裁定によって、他人の特許発明等を、その特許権者等の同意を得ることなく、あるいは意に反して、第三者が実施

することができる権利。強制実施権はパリ条約や TRIPS 協定で認められたものであるが、強制実施権が認められる要件は各国で異なる。なお、我が国において
強制実施権が設定された事例はない。



局は、強制実施権の発動要件を規定したイン

ド特許法第 84 条に基づき、一定の条件の下

で当該特許の利用を許可した 1。同決定に対

して、2012 年 5 月、特許権者であるドイツ

製 薬 メ ー カ ー は、 知 的 財 産 控 訴 委 員 会

（Intellectual Property Appellate Board）2

に不服の申立てをするとともに、不服申立て

の結果が出るまでの強制実施権の暫定的な停

止を求める請求を行ったが、知的財産控訴委

員会は、2012 年 9 月に暫定停止請求、また

2013 年 3 月に不服申立てをそれぞれ却下し

た 3。一方、2013 年 3 月、別のインドのジェ

ネリック医薬品企業が、米国企業が持つ慢性

骨髄性白血病治療薬に関する特許について、

強制実施権の発動を申請していたが、この件

に関しては、2013 年 10 月、インド特許意

匠商標総局が棄却する決定を下している。

　また、2013 年 4 月には、インド最高裁が、

医薬品の特許権付与に一定の制限を規定した

特許法第 3 条（ｄ）に対して、同機関として

初めて解釈を示した。本件では、スイス企業

のがん治療薬に関する特許出願について、特

許すべきでないとの判断が下されている。

（3）インド特許意匠商標総局の取組
　インドでは、近年の経済成長に合わせて、

特許出願件数も急速に増加しており、一次審

査未着手件数の増大が課題となっている。イ

ンド特許意匠商標総局は、審査官を大量増員

するなど、審査処理促進に向けた取組を進め

ている。また、インド特許意匠商標総局は、

電子出願受付及び公報検索サービス導入、特

許審査の進捗公開等の電子化及びインター

ネット上での情報開示を進めている。

　インド特許意匠商標総局は、2013 年 7 月

にマドリッドプロトコルに基づく商標出願の

受理を開始した。また、同年 10 月には、国

際調査機関・国際予備審査機関として運用を

開始している。
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3-2-16 図
インドにおける特許出願件数と GDP の推移

（資料）特許出願件数：WIPO Insustrial Property Statistics、
　　　 名目GDP：IMF- World Economic Outline (2012 年10 月）を基に特許庁
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第 2章　国際的な知的財産制度の動向

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1． インド特許意匠商標総局の決定：http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/precedent_201203_jp.pdf
2． インド特許意匠商標総局の上級官庁にあたるインド産業政策推進局（DIPP）の傘下に 2003 年に設置された専門機関
3． 暫定停止請求の却下：http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/compulsory_jp.pdf
 不服申立ての却下：http://www.ipab.tn.nic.in/045-2013.htm

http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/precedent_201203_jp.pdf
http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/compulsory_jp.pdf
http://www.ipab.tn.nic.in/045-2013.htm


インド特許意匠商標総局による審査情報の積極的な公開
　インド特許意匠商標総局は、2013 年 6 月以降、「Dynamic Patent Utilities」、「Dynamic Trademark 
Utilities」というコーナーをウェブサイト上に設け、特許出願及び商標出願の審査状況について、積極的な情
報公開を進めています。
　インドでは、電気・電子、機械、化学、バイオテクノロジーの四つの技術分野別審査グループが、デリー、
ムンバイ、コルカタ、チェンナイの各 4 オフィスにそれぞれ設けられています。この計 16 の審査グループ
それぞれに対して、いつ審査請求されたものを審査しているか、その月に何件審査報告書を発送したか、その
月に何件特許査定、拒絶査定をしたかといった統計情報が参照可能になりました。また、具体的な案件のリス
トも入手可能になっています。
　また、商標についても、審査はムンバイ・オフィスで行うものの、拒絶理由通知が解消しない場合や、異議
申立てがなされた場合には、出願先のデリー、コルカタ、チェンナイ、アーメダバード、ムンバイの各オフィ
スの担当官がヒアリングを実施します。ヒアリング待ちの案件数によりこのヒアリングの実施時期がオフィス
ごとに異なりますが、上記の「Dynamic Trademark Utilities」や、従前からある「Hearing Board」といっ
たコーナーから、その状況を把握可能です。
　JETRO ニューデリー事務所では、日本の出願人がより早く確実に権利を取得できるよう、これらの情報を
統計的に取りまとめ、JETRO インドのウェブサイト 1 に最新状況を随時掲載しています。
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Column 22

● JETRO インドのホームページに掲載の情報（例）
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1． http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/

http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/

